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　平成 28 年 6 月 18 日（土）14 時から仲町川鍋ビル 8 階会議室（さいたま市大宮区）において第 5 回公
益社団法人埼玉県診療放射線技師会定期総会が行われた。
　総会に先立ち、前会長である日本診療放射線技師連盟埼玉支部長小川清さまよりあいさつがあった。
　富田副会長の「開会の辞」に続き田中会長よりあいさつがあり、埼玉県医師会会長金井忠男さまからの
祝電が披露された。
　司会より平成 27 年度の叙勲者、公衆衛生事業功労者に対する表彰者および公益社団法人日本診療放射
線技師会永年勤続表彰者 30 年勤続表彰 6人の紹介があった。引き続き本会からの永年勤続表彰者 40 年勤
続表彰 2 人、20 年勤続表彰 9 人の紹介があり、田中会長から代表者として 20 年勤続表彰の新井衛生氏、
三橋則行氏へ表彰状および記念品贈呈が行われた。
　続いて、矢部智総会運営委員長より、会員数 1205 人に対し出席者 40 人、有効委任状 636 人（全委任状
提出 651 人、無効委任状 15 人）、合計 676 人であり、出席者と有効委任状の合計数が過半数に達したた
め、定款第 17 条に基づき本総会成立が報告された。次に、定款第 15 条の規定に則り出席者の中から議長
選出を行い、第一支部の三橋則行氏が議長に選出され、議事録署名人は議長および理事とした。
　議事に移り、第 1号議案平成 27 年度事業報告（案）、第 2号議案平成 27 年度決算報告（案）、第 3号議
案平成 27 年度監査報告、それぞれについて議長は執行部に説明を求め、各担当理事および監事より説明
が行われた。
　続いて第 4号議案会費規程変更について議長は執行部に説明を求め、財務担当理事より変更点について
説明があった。現行の規程では公益目的事業収入に会費収入の 50％が繰入れられているが、この繰入額
を 50％から 30％に変更することにより、公益法人としての収支相償基準を満たすことが目的であると説
明した。
　第 5号議案名誉会員の承認について議長は執行部に説明を求め、会長から法人に対し功労のあった正会
員新井俊吉氏の名誉会員への推薦理由の説明があった。
　議長は第 1号議案から第 5号議案についてそれぞれ賛否を諮り、各議案は全員異議なく承認された。第
6 号議案その他において、議長は他に提案などがないか会場に問いかけた。会長より提案があり、「公職
選挙に従った日本診療放射線技師会前理事畦元将吾氏のはがき郵送のために、埼玉県診療放射線技師会か
ら会員タックシールを提供すること」の動議が提出された。議長は先ず、この動議に関し今総会で、議案
として扱うか否かを採決した。採決の結果、議案として扱うことが了解された。その後、その提案に関す
る承認採決を行い、動議として提出された議案は賛成多数で承認された。
　その他に執行部および出席者から新たな提案はなかった。
　平成 27 年度補正予算、平成 27 年度事業計画・予算として会長および財務担当理事より報告があり、議
長が会場から質問を募ったが質問はなかった。
　最後に司会より、今回公務のため出席できなかった鈴木監事からの祝電が披露され、続いて堀江副会長

第 5 回　公益社団法人埼玉県診療放射線技師会定期総会報告

公益社団法人埼玉県診療放射線技師会
総務常務理事　平野　雅弥
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の「閉会の辞」にて定期総会は閉会となった。
　休憩の後、特別講演として青木商事代表取締役社長　青木和巳先生による「組織とリーダーシップ（後
編）」という内容で講演があった。青木先生はさまざまな事業を自らの手で行っており、永く組織を存続
するには、組織のリーダーは時代に合った変化を行うことが重要であると述べていた。特に大きな組織と
なると計画的に変化することも必要でその難しさも語っていた。さらに自らの経営理念による、独自性・
優位性・親密性を大事にして事業が成功しているという興味深い内容であった。われわれの業務にも時代
により変化が必要で特に計画的な変化に関してはチーム医療において役立てるような内容も含んでおり、
とても参考になる講演であった。

議長　三橋則行　氏 特別講演講師　青木和巳　先生

勤続表彰 総会風景

日本診療放射線技師連盟埼玉支部長
小川清　氏

田中会長　あいさつ 総会運営委員長　矢部智　氏
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第 5 回　公益社団法人埼玉県診療放射線技師会定期総会議事録

1 　日 　 　 　 時　　平成 28 年 6 月 18 日（土曜日）14 時 00 分〜 15 時 30 分
2 　場 　 　 　 所　　仲町川鍋ビル 8F会議室　　埼玉県さいたま市大宮区仲町 2-60
3 　会   員   数　　1,205 人
4 　出   席 　 者　　   40 人
　　委任状提出者　　  651 人（有効：636 人、無効：15 人）
　　合 　 　 　 計　　  676 人
5 　定期総会開会
　定刻、富田副会長の「開会の辞」にて定期総会は開会となった。
　結城常務理事の司会により、田中会長のあいさつの後、表彰者の披露および表彰状の贈呈があった。
　矢部総会運営委員長より、資格審査の結果を踏まえ、出席者と委任状の合計数が定款第 17 条に基づき
本総会は成立したことを認める旨の報告がされた。
　引き続き、定款第 15 条の規定に則り議長選出を行い、出席者の中から三橋則行氏が議長に選出された。
議事録署名人は議長および出席した理事とした。

（1）第 1 号議案　平成 27 年度　事業報告案

　この議案について、議長は説明を求めた。報告は主に会長が行い、各担当常務理事より補足説明が行わ
れた。
　会長より「当会事業における会員皆さまのご理解ご協力のもと、役員全員一丸となって公益社団法人と
してこの 1年を乗り切ることができましたこと心より感謝申し上げる。」旨の報告があった。
　議長は、この第 1号議案について賛否を諮り、議案は全員異議なく承認された。

（2）第 2 号議案　平成 27 年度　決算報告案

　この議案について、議長は報告を求めた。財務担当常務理事が財務諸表をもとに詳細を報告した。
　議長は、この第 2号議案について賛否を諮り、議案は全員異議なく承認された。

（3）第 3 号議案　平成 27 年度　監査報告

　この議案について、議長は監事に対し報告を求めた。監事は本会の事業活動が計画に基づき適切に実施
したと認める。また会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載していると認める。計算書類等々は財産お
よび収支の状態を正しく示している旨の報告をした。
　議長は、この第 3号議案について賛否を諮り、議案は全員異議なく承認された。

（4）第 4 号議案　会費規程変更

　この議案について、議長は説明を求めた。会費規程変更点について財務担当常務理事が以下の説明を
行った。公益社団法人として公益事業における収支相償を無理なく満たすために、現行の公益事業収入へ
の会費収入 50％の繰り入れを 30％に変更する必要がある。このため、会費規程第 3条を「前条の会費は、
毎事業年度における合計額の 30％以上を当該事業年度の公益目的事業に使用する。」に変更し、追加する
旨を説明した。
　議長は、この第 4号議案について賛否を諮り、議案は全員異議なく承認された。

（5）第 5 号議案　名誉会員の承認

　この議案について、議長は説明を求めた。説明は会長が行った。
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　法人に特に功労のあった正会員、新井俊吉氏の名誉会員への推薦理由の説明があった。
　議長は、この第 5号議案について賛否を諮り、議案は全員異議なく承認された。

（6）第 6 号議案　その他

　この議案について、議長は意見を求めた。会長より公職選挙に従った日本診療放射線技師会前理事畦元
将吾氏のはがき郵送のために、埼玉県診療放射線技師会から会員住所のタックシールを提供することの動
議の提案があった。議長は、この動議を総会議案として取り扱うかどうかの賛否を諮り、全員異議なく承
認されたため、議案として取り上げた。
　次に議長は、この議案についての承認に関して賛否を諮り、全員異議なく承認された。

（7）平成 27 年度　補正予算（報告のみ）

　この件について、議長は報告を求めた。会長より、平成 27 年度は特に補正予算を組む必要がない旨を
報告した。
　議長は、この報告について質問を諮り、会場からの質問はなかった。

（8）平成 28 年度　事業計画（報告のみ）

　この件について、議長は説明を求めた。説明は会長が行った。「読影の補助に関する通達が出されて 6
年、2020 年東京オリンピック開催の年には 10 年となる。読影の補助はもはや過去のものとなり、次に何
を目標としていくのか、今からわれわれは考えなくてはならない。今後は医療における画像診療のコー
ディネーターを目指し、患者さんから必要とされる診療放射線技師となる必要がある。これを踏まえ当会
の事業を推進していきたい。」旨の報告をした。
　議長は、この報告について質問を諮り、会場からの質問はなかった。

（9）平成 28 年度　予算（報告のみ）

　この件について、議長は報告を求めた。財務担当常務理事が平成 28 年度当初予算書をもとに詳細に報
告した。
　議長は、この報告について質問を諮り、会場からの質問はなかった。

（10）会場からの質問

　議長は、会長から質問を諮ったが、会場からの質問はなかった。
6　定期総会閉会
　堀江副会長の「閉会の辞」にて定期総会は閉会となった。

　本総会の議決を証明するために、議長及び議事録署名人において記名押印（雑誌掲載用の為押印省略）
します。

　平成 28 年 6 月 18 日

議　　　　長　　　三橋　則行
議事録署名人　　　田中　宏
議事録署名人　　　堀江　好一
議事録署名人　　　富田　博信
議事録署名人　　　平野　雅弥
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議事録署名人　　　結城　朋子
議事録署名人　　　今出　克利
議事録署名人　　　八木沢　英樹
議事録署名人　　　潮田　陽一
議事録署名人　　　栗田　幸喜
議事録署名人　　　城處　洋輔
議事録署名人　　　岡田　智子
議事録署名人　　　芦葉　弘志
議事録署名人　　　清水　邦昭
議事録署名人　　　双木　邦博
議事録署名人　　　大西　圭一
議事録署名人　　　渡部　進一
議事録署名人　　　齋藤　幸夫
議事録署名人　　　矢崎　一郎
議事録署名人　　　高嶋　豊
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自：平成27年 4月 1日
至：平成28年 3月31日

         〒331-0812
         埼玉県さいたま市北区宮原町2-51-39

公益社団法人埼玉県診療放射線技師会
　

第４期

財　務　諸　表
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法　人　名：公益社団法人埼玉県診療放射線技師会

（単位：円）

科　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　 　減

Ⅰ  資産の部
   1. 流動資産
          現金預金 △ 938,547
          未収会費 △ 353,000
          未収金 △ 180,000
          前払金 △ 21,860
          仮払金 △ 30,820
        流動資産合計 △ 1,524,227
   2. 固定資産
     (1)基本財産
        基本財産合計
     (2)特定資産
          特定事業資金積立資産
        特定資産合計
     (3)その他固定資産
          建物 △ 930,888
          什器備品
          土地
          ソフトウエア △ 259,200
        その他固定資産合計 △ 975,294
        固定資産合計 △ 575,214
        資産合計 △ 2,099,441
Ⅱ  負債の部
   1. 流動負債
          未払金 △ 227,700
          未払法人税等
          前受金
          預り金
          仮受金 △ 206,708
        流動負債合計 △ 280,116
   2. 固定負債
        固定負債合計
        負債合計 △ 280,116
Ⅲ  正味財産の部
   1. 指定正味財産
   2. 一般正味財産 △ 1,819,325
        正味財産合計 △ 1,819,325
        負債及び正味財産合計 △ 2,099,441

貸借対照表

平成 28年  3月 31日 現在
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法　人　名：公益社団法人埼玉県診療放射線技師会

（単位：円）

科　　　　目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 合計

Ⅰ  資産の部
   1. 流動資産
          現金預金
          未収会費
          前払金
          他会計短期貸付金 △ 527,858
          仮払金
        流動資産合計 △ 527,858
   2. 固定資産
     (1)基本財産
        基本財産合計
     (2)特定資産
          特定事業資金積立資産
        特定資産合計
     (3)その他固定資産
          建物
          什器備品
          土地
          ソフトウエア
        その他固定資産合計
        固定資産合計
        資産合計 △ 527,858
Ⅱ  負債の部
   1. 流動負債
          未払金
          未払法人税等
          前受金
          預り金
          他会計短期借入金 △ 527,858
        流動負債合計 △ 527,858
   2. 固定負債
        固定負債合計
        負債合計 △ 527,858
Ⅲ  正味財産の部
   1. 指定正味財産
   2. 一般正味財産
        正味財産合計
        負債及び正味財産合計 △ 527,858

貸借対照表内訳表

平成 28年  3月 31日 現在
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法　人　名：公益社団法人埼玉県診療放射線技師会

（単位：円）

科　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　 　減

Ⅰ  一般正味財産増減の部
   1. 経常増減の部
     (1)経常収益
          受取会費
            正会員受取会費
            賛助会員受取会費
          受取会費計
          事業収益
            事業収益 △ 1,061,271
          受取寄付金
            受取寄付金
          雑収益
            受取利息
            雑収益 △ 164,895
          雑収益計 △ 164,740
        経常収益計 △ 902,011
     (2)経常費用
          事業費
            給料手当 △ 14,195
            福利厚生費 △ 74,228
            旅費交通費 △ 104,937
            通信運搬費
            減価償却費
            消耗品費 △ 86,873
            修繕費
            印刷製本費
            光熱水料費
            賃借料 △ 775,231
            保険料 △ 3,015
            諸謝金
            租税公課 △ 1,948
            支払負担金 △ 20,000
            委託費
            支払手数料
            会議費
            貸倒償却
            雑費 △ 33,984
          事業費計
          管理費
            役員報酬
            給料手当 △ 14,195
            福利厚生費 △ 459,874
            会議費 △ 150,847
            渉外費
            旅費交通費
            通信運搬費
            減価償却費
            消耗品費 △ 282,248
            修繕費
            印刷製本費
            光熱水料費 △ 110,263
            賃借料 △ 29,750
            保険料
            諸謝金 △ 68,450
            租税公課 △ 7,452
            支払手数料 △ 32,100
            貸倒償却
            委託費 △ 16,200
          管理費計
        経常費用計
          評価損益等調整前当期経常増減額 △ 1,718,125 △ 2,721,749
          当期経常増減額 △ 1,718,125 △ 2,721,749
   2. 経常外増減の部
     (1)経常外収益
        経常外収益計
     (2)経常外費用
        経常外費用計
          当期経常外増減額
          税引前当期一般正味財産増減額 △ 1,718,125 △ 2,721,749
          法人税、住民税及び事業税
          当期一般正味財産増減額 △ 1,819,325 △ 2,722,249
          一般正味財産期首残高
          一般正味財産期末残高 △ 1,819,325
Ⅱ  指定正味財産増減の部
          当期指定正味財産増減額
          指定正味財産期首残高
          指定正味財産期末残高
Ⅲ  正味財産期末残高 △ 1,819,325

正味財産増減計算書

平成 27年  4月  1日 から平成 28年  3月 31日 まで
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前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

当期末残高
（うち指定正味財産

からの充当額）
（うち一般正味財産

からの充当額）
（うち負債に対応す

る額）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

区分 期首帳簿価額 当期増加額 当期減少額 期末帳簿価額

特定資産

その他固定資産

法　人　名：公益社団法人埼玉県診療放射線技師会

財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

　　　減価償却資産

　　　1.平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについ

　　　　ては定額法によっている。

（２）消費税等の会計処理

　　　消費税等の会計処理は税込方式によっている。

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

科　目

特定資産

  特定事業資金積立資産

小　　計

合　　計

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科　目

特定資産

  特定事業資金積
立資産

小　　計

合　　計

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

科　目

その他固定資産

  建物

  什器備品

  ソフトウェア

小　　計

合　　計

（単位：円）

附　属　明　細　書

１．重要な固定資産の明細

土地

ソフトウエア

その他固定資産計

資産の種類

特定事業資金積立資産

特定資産計

建物

什器備品
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法　人　名：公益社団法人埼玉県診療放射線技師会

（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金　　額
（流動資産）

現金 手許保管 運転資金
預金 普通預金

埼玉りそな銀行宮原支店 運転資金

埼玉りそな銀行宮原支店 運転資金

埼玉りそな銀行宮原支店 運転資金

埼玉りそな銀行宮原支店 運転資金

ゆうちょ銀行　振替口座 運転資金

埼玉りそな銀行宮原支店 運転資金

未収会費 未収正会員会費
未収賛助会員会費

前払金 日本旅行 関東甲信越宿泊費
仮払金 各地区会への仮払金

（固定資産）
特定資産

特定事業資金積立資産 埼玉りそな銀行宮原支店

その他固定資産 技師会センター建物 82.86㎡
さいたま市北区宮原町2-51-39

他
技師会センター倉庫 26.18㎡

さいたま市北区宮原町2-51-40

什器備品 会議室机10台、椅子30脚 管理業務に100％使用している
さいたま市北区宮原町2-51-39

看板 管理業務に100％使用している
さいたま市北区宮原町2-51-39

机、椅子、応接セット他 管理業務に100％使用している
さいたま市北区宮原町2-51-39
キャノンカラーレーザープリンタ 管理業務に100％使用している
さいたま市北区宮原町2-51-39

パナソニックノートパソコン 管理業務に100％使用している
さいたま市北区宮原町2-51-39

エアコン事務所用 管理業務に100％使用している
さいたま市北区宮原町2-51-39

エアコン賃貸部分 収益事業等に100％使用している
さいたま市北区宮原町2-51-40

ＨＰパソコン
さいたま市北区宮原町2-51-39

技師会センター土地 さいたま市北区宮原町2-51-39他

62.39㎡

技師会センター倉庫土地 さいたま市北区宮原町2-51-40

22.45㎡

ソフトウエア ホームページ制作費用 公益目的保有財産として100％を使用している

（流動負債）
未払金 各会計区分における費用の未払金
未払法人税等 収益事業の法人税等未払金
預り金 源泉所得税
前受金 関東学術大会に関する展示料等前受分

　　負債合計
　　正味財産

　　資産合計

流動負債合計
固定負債合計

収益事業等として50％使用している
管理業務に50％を使用している

公益目的保有財産として50％を使用している
管理業務に50％を使用している

公益目的保有財産として50％を使用している
管理業務に50％を使用している

収益事業等として50％使用している
管理業務に50％を使用している

固定資産合計

流動資産合計

公益目的保有財産として50％を使用している
管理業務に50％を使用している

財　産　目　録
平成 28年  3月 31日 現在

貸　借　対　照　表　科　目
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公益社団法人埼玉県診療放射線技師会　定款

平成 24 年 4 月 1 日制定
平成 27 年 5 月 30 日改正

第 1 章　総　則
（名　称）
第 1条　この法人は、公益社団法人埼玉県診療放射

線技師会と称する。

（事務所）
第 2条　この法人は、主たる事務所を埼玉県さいた
ま市に置く。

第 2 章　目的及び事業
（目　的）
第 3条　この法人は、診療放射線技師の職業倫理を

高揚するとともに、診療放射線学の向上を図り、
もって地域保健医療の向上及び県民の健康の保持
増進に寄与することを目的とする。

（事　業）
第 4条　この法人は、前条の目的を達成するために、

次の事業を行う。
（ 1）県民への放射線医療に関する知識の普及啓

発事業
（ 2）診療放射線学及び診療放射線技師の職業倫

理高揚に関する研修会、研究会、講習会等の
開催

（ 3）放射線管理と医療被曝の適正化に関する事
業

（ 4）診療放射線学に関する調査、研究、情報提
供及び指導

（ 5）前各号に掲げる事業に関する図書、印刷物
等の刊行

（ 6）その他この法人の目的を達成するために必
要な事業

2　前項の事業は、埼玉県内にて行うものとする。

第 3 章　会　員
（種　別）
第 5条 この法人に次の会員を置く。
（ 1）正会員　診療放射線技師及び診療エックス

線技師であってこの法人の事業に賛同して入
会した個人

（ 2）名誉会員　この法人に特に功労のあった正
会員のうち、理事会の推薦を受け総会の承認
を得た個人

（ 3）賛助会員　正会員の資格を有しないもので、
この法人の事業に賛同して、理事会の承認を
得た個人又は団体

2　前項の会員のうち正会員及び名誉会員をもっ
て、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
上の社員とする。

（会員の資格の取得）
第 6 条 この法人の会員になろうとする者は、理事

会の定めるところにより申し込みをし、その承認
を受けなければならない。

（経費の負担）
第 7条　この法人の事業活動に経常的に生じる費用
に充てるため、会員になった次年度から毎年、会
員は、総会において別に定める額を支払う義務を
負う。ただし、自己の療養又は親族の介護、育児
その他やむを得ない事情により、診療放射線技師
又は診療エックス線技師として現に業務に従事し
ていない期間が継続して 1年以上経過している正
会員については、総会において別に定める基準に
従って経費を支払う義務を免除することができ
る。

2　名誉会員は、前項における経費を負担すること
を要しない。
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（任意退会）
第 8条　会員は、理事会において別に定める退会届
を提出することにより、任意にいつでも退会する
ことができる。

（除　名）
第 9条　会員が次のいずれかに該当するに至ったと
きは、総会の決議によって当該会員を除名するこ
とができる。
（ 1）この定款その他の規則に違反したとき。
（ 2）この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反す

る行為をしたとき。
（ 3）その他除名すべき正当な事由があるとき。

（会員資格の喪失）
第 10 条　前 2 条の場合のほか、会員は、次のいず
れかに該当するに至ったときは、その資格を喪失
する。

（ 1）第 7 条の支払義務を 2 年以上履行しなかっ
たとき。

（ 2）総会員が同意したとき。
（ 3）当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第 4 章　総　会
（構　成）
第 11 条　総会は、正会員及び名誉会員をもって構

成する。
2　前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団
法人に関する法律上の社員総会とする。

（権　限）
第 12条　総会は、次の事項について決議する。
（ 1）会員の除名
（ 2）理事及び監事の選任又は解任
（ 3）理事及び監事の報酬等の額に関する事項
（ 4）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減

計算書）の承認
（ 5）定款の変更
（ 6）解散及び残余財産の処分
（ 7）その他総会で決議するものとして法令又は

この定款で定められた事項

（開　催）
第 13 条　総会は、定時総会として毎事業年度終了

後 3箇月以内に 1回開催するほか、必要がある場
合に開催する。

（招　集）
第 14 条　総会は、法令に別段の定めがある場合を
除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2　正会員及び名誉会員の議決権の 10 分の 1以上
の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目
的である事項及び招集の理由を示して、総会の招
集を請求することができる。

（議　長）
第 15 条　総会の議長は、当該総会において出席会

員の中から選出する。

（議決権）
第 16 条　総会における議決権は、会員 1名につき
1個とする。

（決　議）
第 17 条　総会の決議は、正会員及び名誉会員の議

決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当
該会員の議決権の過半数をもって行う。

2　前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員
及び名誉会員の半数以上であって、正会員及び名
誉会員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数を
もって行う。
（ 1）会員の除名
（ 2）監事の解任
（ 3）定款の変更
（ 4）解散
（ 5）その他法令で定められた事項
3　理事又は監事を選任する議案を決議するに際し
ては、候補者ごとに第 1項の決議を行わなければ
ならない。理事又は監事の候補者の合計数が第
20 条に定める定数を上回る場合には、過半数の
賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数
の枠に達するまでの者を選任することとする。
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（議事録）
第 18 条　総会の議事については、法令で定めると
ころにより、議事録を作成する。

2　議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名
押印する。

第 5 章　役員等
第 19条　この法人に、次の役員を置く。
（ 1）理事　　15名以上 20 名以内
（ 2）監事　　2名以内
2　理事のうち 1名を会長とし 2名を副会長、6 名
を常務理事とする。

3　前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団
法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び
常務理事をもって同法第 91 条第 1項第 2 号の業
務執行理事とする。

（役員の選任）
第 20 条　理事及び監事は、総会の決議によって選

任する。
2　理事会は、会長、副会長及び常務理事を選定及
び解職する。会長の選定及び解職をする場合にお
いて、理事会は、総会にこれを付議した上で、そ
の決議の結果を参考にすることができる。

（理事の職務及び権限）
第 21 条　理事は、理事会を構成し、法令及びこの

定款で定めるところにより、職務を執行する。
2　会長は、法令及びこの定款で定めるところによ
り、この法人を代表し、その業務を執行し、副会
長及び常務理事は、理事会において別に定めると
ころにより、この法人の業務を分担執行する。

3　会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に 4
箇月を超える間隔で 2回以上、自己の職務の執行
の状況を理事会に報告しなければならない。

（監事の職務及び権限）
第 22 条　監事は、理事の職務の執行を監査し、法

令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2　監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事
業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況
の調査をすることができる。

（役員の任期）
第 23 条　理事の任期は、選任後 2 年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時総会の
終結の時までとする。

2　監事の任期は、選任後 2年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の
時までとする。

3　補欠として選任された理事又は監事の任期は、
前任者の任期の満了する時までとする。

4　理事又は監事は、第 19 条に定める定数に足り
なくなるときは、任期の満了又は辞任により退任
した後も、新たに選任された者が就任するまで、
なお理事又は監事としての権利義務を有する。

（役員の解任）
第 24 条　理事及び監事は、総会の決議によって解

任することができる。

（役員の報酬等）
第 25 条　理事及び監事に対して、総会において定
める総額の範囲内で、総会において別に定める役
員の報酬等の支給の基準に従って算定した額を報
酬等として支給することができる。

（相談役）
第 26 条　この法人に、任意の機関として、1 名以

上 3名以下の相談役を置く。
2　相談役は、次の職務を行う。
（ 1）会長の相談に応じること。
（ 2）理事会から諮問された事項について参考意

見を述べること。
3　相談役の選任及び解任は、理事会において決議
する。

4　前条の規定は、相談役の報酬等について準用す
る。

第 6 章　理事会
（構　成）
第 27条　この法人に理事会を置く。
2　理事会は、すべての理事をもって構成する。
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（権　限）
第 28条　理事会は、次の職務を行う。
（ 1）この法人の業務執行の決定
（ 2）理事の職務の執行の監督
（ 3）会長、副会長及び常務理事の選定及び解職

（常務理事会）
第 29条　この法人に常務理事会を置く。
2　常務理事会は、会長、副会長及び常務理事を
もって構成する。

3　常務理事会は、次の職務を行う。
（ 1）この法人の業務運営の年間計画案を策定し、

理事会に提出すること。
（ 2）業務の適正を確保するために必要な体制の

運用及び改善についての意見を理事会に提出
すること。

（招　集）
第 30 条　理事会及び常務理事会は、会長が招集す
る。

2　会長が欠けたとき又は会長に事故があるとき
は、副会長が理事会及び常務理事会を招集する。

（決　議）
第 31 条　理事会の決議は、決議について特別の利

害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席
し、その過半数をもって行う。

2　前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一
般財団法人に関する法律第 96 条の要件を満たし
たときは、理事会の決議があったものとみなす。

（議事録）
第 32 条　理事会の議事については、法令で定める
ところにより、議事録を作成する。

2　出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名
押印する。

第 7 章　資産及び会計
（事業年度）
第 33 条　この法人の事業年度は、毎年 4 月 1日に

始まり翌年 3月 31日に終わる。

（事業計画及び収支予算）
第 34 条　この法人の事業計画書、収支予算書、資

金調達及び設備投資の見込みを記載した書類につ
いては、毎事業年度の開始の日の前日までに、会
長が作成し、理事会の承認を受けなければならな
い。これを変更する場合も、同様とする。

2　前項の書類については、主たる事務所に、当該
事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲
覧に供するものとする。

（事業報告及び決算）
第 35条　この法人の事業報告及び決算については、

毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監
事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなけ
ればならない。

（ 1）事業報告
（ 2）事業報告の附属明細書
（ 3）貸借対照表
（ 4）損益計算書（正味財産増減計算書）
（ 5）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減

計算書）の附属明細書
（ 6）財産目録
2　前項の承認を受けた書類のうち、第 1号、第 3
号、第 4号及び第 6号の書類については、総会に
提出し、第 1号の書類についてはその内容を報告
し、その他の書類については承認を受けなければ
ならない。

3　第 1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所
に 5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、
定款、正会員及び名誉会員の名簿を主たる事務所
に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

（ 1）監査報告
（ 2）理事及び監事の名簿
（ 3）理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載

した書類
（ 4）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこ

れらに関する数値のうち重要なものを記載し
た書類

（公益目的取得財産残額の算定）
第 36 条　会長は、公益社団法人及び公益財団法人
の認定等に関する法律施行規則第 48 条の規定に



総 会 資 料
埼玉放射線・Vol.64　No.3　2016

276  （54）

基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日におけ
る公益目的取得財産残額を算定し、前条第 3項第
4号の書類に記載するものとする。

第 8 章　定款の変更及び解散
（定款の変更）
第 37 条　この定款は、総会の決議によって変更す
ることができる。

（解散）
第 38 条　この法人は、総会の決議その他法令で定
められた事由により解散する。

（公益認定の取消し等に伴う贈与）
第 39 条　この法人が公益認定の取消しの処分を受
けた場合又は合併により法人が消滅する場合（そ
の権利義務を承継する法人が公益法人であるとき
を除く。）には、総会の決議を経て、公益目的取
得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定
の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する
法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは
地方公共団体に贈与するものとする。

（残余財産の帰属）
第 40 条　この法人が清算をする場合において有す
る残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人
及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5条第
17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体
に贈与するものとする。

第 9 章　公告の方法
（公告の方法）
第 41条　この法人の公告は、電子公告により行う。
2　事故その他やむを得ない事由によって前項の電
子公告をすることができない場合は、官報に掲載
する方法により行う。

第 10 章　支　部
（支　部）
第 42 条　この法人に、理事会の定めるところによ
り支部を置く。

2　支部は第 34 条の事業計画書に基づき、当該支
部に関する事業を執行する。

3　支部は第 20 条第 1項の規定により、総会で理
事を選任するにあたり、理事候補者の推薦をする
ことができる。

附　則
1 　この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に
関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備
等に関する法律第 106 条第 1項に定める公益法人
の設立の登記の日から施行する。

2　この法人の最初の会長は小川 清とする。
3　一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及
び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す
る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法
律第 106 条第 1項に定める特例民法法人の解散の
登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第
34 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前
日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業
年度の開始日とする。
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公益社団法人埼玉県診療放射線技師会　諸規程

会費規程
第 1条　この規程は、公益社団法人埼玉県診療放射線

技師会（以下「本会」という。）定款第 7条の規定
に基づき、会費の納入に関し、必要な細則を定める
ものとする。

第 2条　会費は次のとおりとする。
　正会員 年額  9,000円
　賛助会員（個人） 年額  9,000円
　賛助会員（法人） 年額 25,000円
第 3条　前条の会費は、毎事業年度における合計額の

30％以上を当該事業年度の公益目的事業に使用する。
第 4条　会員は、毎事業年度、9月30日までに、会費

年額の全額を納付しなければならない。
第 5条　定款第 7条第 1項ただし書きの規定により、

会費の免除の取扱いを受けようとする者は、所定の
申請書を添えて、毎年度、本会に申請するものとす
る。

第 6条　この規程の改廃は、理事会の決定を経て総会
の承認を得るものとする。

附　則
　この規程は、公益社団法人の設立登記の日から施行
する。

　この規程は、平成 28年 6月18日から施行する。

役員等の報酬並びに費用に関する規程
（目　的）
第 1条　この規程は、公益社団法人埼玉県診療放射線

技師会（以下「本会」という。）定款第 25条に基づ
き、役員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定め
ることを目的とする。

（定　義）
第 2条　この規程において、次の各号に掲げる用語の

意義は、当該各号に定めるところによる。
　（1   ）役　員　理事及び監事をいう。
　（ 2  ）役員等　役員及び会長から指名を受けた会員

をいう。
　（ 3   ）報酬等　公益社団法人及び公益財団法人の認

定等に関する法律第 5条第 13号に規定する報酬

等であって、次条及び第 4条に規定するものをい
う。

　（ 4   ）費　用　職務の遂行に伴い発生する交通費、
通勤手当、旅費（宿泊費を含む。）及び手数料等
の経費をいう。

（報酬の額及び支給の方法）
第 3条
　理事の報酬は、理事会及び常務理事会の出席1回に
つき2,000円を上限とし、理事会で決定する。

2　監事の報酬は、年額 111,370 円を上限として、監
事が協議して定める額とする。

3　前 2項の規定にかかわらず、当該役員が報酬を辞
退した場合は支給しない。

4　報酬は、四半期ごとに現金で支給する。ただし、
当該役員から支給の方法について書面による申し出
があるときは、当該申し出に従って支給するものと
する。

（講師及び原稿執筆謝金）
第 4条　役員等が会長よりセミナー、研修会若しくは
シンポジウムなどの会合における講師を委嘱された
とき又は原稿執筆を委嘱されたときは、別に定める
「役員等への講師及び原稿執筆謝金の支払に関する
規程」に基づき講師謝金又は執筆謝金を支給する。

（費　用）
第 5条　本会は、役員等がその職務の遂行に当たって

負担した費用については、これを請求のあった日か
ら遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するも
のについては前もって支払うものとする。

2　前項の費用は、現金で支払うものとする。ただし、
当該役員から支給の方法について書面による申し出
があるときは、当該申し出に従って支払うものとする。

（公　表）
第 6条　この規程をもって、公益社団法人及び公益財
団法人の認定等に関する法律第 20条第 1項の規定に
より報酬等の支給の基準として公表するものとする。
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（改　正）
第 7条　この規程は、総会の議決によらなければ改正

することができない。

（補　則）
第 8条　この規程の実施に関し必要な事項は、会長が

理事会の承認を得て、別に定めるものとする。

附　則
1　この規程は、公益社団法人の設立登記の日から施
行する。

1　この規程は、平成 25年 5月 25日から施行する。

役員等への講師及び原稿執筆謝金の支払に関する規程
（本会主催の講師謝金）
第1条　公益社団法人埼玉県診療放射線技師会（以下
「本会」という。）の役員等が、本会の主催する講演
会、セミナー又はこれに類する会合（以下「講演会
等」という。）の講師を務めたときは、その謝金とし
て、1回につきその時間が 30 分以内のときは 5,568
円、1時間以内のときは11,137円を、1時間を超える
ときは 22,274円を支払うものとする。

（原稿執筆謝金）
第 2条　役員等が、本会の発行する定期刊行物又は書

籍の原稿を執筆したときは、1000 字まで 3,000 円、
それ以後 1000 字毎に1,000 円を限度として執筆謝金
を支払うことができる。

（支払い方法）
第 3条　前 2条の謝金は、当該講演又は入稿の後速や
かに現金で支払うものとする。ただし、当該役員等
から支給の方法について書面による申し出があると
きは、当該申し出に従って支給するものとする。

（会員以外の者への謝金）
第 4条　会員以外の者が本会の発行する定期刊行物若
しくは書籍の原稿を執筆したときは、第 2条に定め
る金額に100分の50を乗じた額を加算して支給する。

（改　正）
第 5条　この規程は、総会の議決によらなければ改正

することができない。

（補　則）
第 6条　この規程の実施に関する必要な事項は、会長
が理事会の承認を経て、別に定めるものとする。

附　則
1　この規程は、公益社団法人の設立登記の日から施
行する。

1　この規程は、平成 25年 5月 25日から施行する。

講師謝礼に関する規程
（目　的）
第 1条　この規程は、公益社団法人埼玉県診療放射線

技師会（以下「本会」という。）が主催する診療放
射線技師または診療エックス線技師を主な対象者と
した、職業倫理高揚及び診療放射線学の向上に関す
る研修会、研究会、講習会等（以下、「研修会等」
という）の講師への謝礼について必要な事項を定め
ることを目的とする。

（謝礼の支払い）
第 2条　謝礼は、研修会等 1回ごとに、講師 1人につ
き55,685円を上限として支払うものとする。

（旅費）
第 3条　講師には、その自宅又は勤務地から研修会等
の会場まで公共交通機関を使用した場合における交
通費相当額を支給する。ただし、研修会等の会場の
近辺に公共交通機関が存在しない等交通不便地の場
合は、講師の自宅又は勤務地から当該会場に最も近
い鉄道の駅までの交通費相当額に、当該駅から会場
まで距離 1kmごとに 300円を乗じて得た額を加算し
て支給する。

（支給の方法）
第 4条　謝礼及び旅費の支給日は研修会等の終了後と
し、支給方法は所得税その他法令の規定に基づき控
除すべき金額を控除し、その残額を現金又は当該講
師の指定する銀行口座に振り込む方法により支給す
る。

（適用除外）
第 5条　この規程は、本会の会員が研修会等の講師を

勤めた場合には適用しない。
2　本会の会員が研修会等の講師を勤めた場合の謝礼
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及び旅費に相当する金員の支給は、役員等への講師
及び原稿執筆謝金の支払に関する規程に基づき支給
するものとする。

（改　正）
第 6条　この規程の改廃は、理事会の議決により行う。

（補　則）
第 7条　この規程の実施に関する必要な事項は、会長
が理事会の承認を経て、別に定めるものとする。

附　則
1　この規程は、公益社団法人の設立登記の日から施
行する。

1　この規程は、平成 25年 5月 8日から施行する。

旅費および日当等支払規程
（趣　旨）
第 1条　この規程は、委員会（編集委員会、学術委員

会その他理事会の議決に基づき設置した委員会その
他の組織をいう。以下同じ。）の会務（当該委員会の
会議及び当該委員会の所掌する事務に関する活動で
あって、会長の許可を得たものをいう。以下同じ。）
のために出張する当該委員会の構成員に支給する旅
費及び日当について定めるものとする。

（旅　費）
第 2条　旅費は当該旅行のための移動方法の別にかか
わらず、旅行開始場所から会務実施場所までの往復
の旅程について、公共交通機関を用いて旅行した場
合に生じる額を支給する。ただし、当該旅行の区間
に公共交通機関による移動が不能な区間が含まれる
ときは、当該移動が不能な区間の旅費は、距離 1km
ごとに 300円を乗じて得た額を支給するものとする。

第 3条　会務に従事した場合は、当該委員会の構成員
に日当を支給する。

2　前項の日当は、会務 1日につき1,000円とする。た
だし、会長が理事会の議決を経て定めたものについ
ては 2,000円とする。

第 4条　旅費及び日当のほか、会務に関する学術大会、
講習会等の開催及びその準備に係る役務費、消耗品
費その他の経費であって委員会の構成員が立て替え
たものは別に弁償する。

第 5条　経費は、その都度現金により支払う。ただし、

当該委員会の構成員から支給の方法について書面に
よる申し出があるときは、当該申し出に従って支給
するものとする。

（改　廃）
第 6条　この規程の改廃は、理事会の議決により行う。

附　則
　この規程は、公益社団法人の設立登記の日から施行
する。

会員の登録等に関する規程
第 1条　この規程は、公益社団法人埼玉県診療放射線

技師会（以下「本会」という。）定款第 5条第 1項、
第 6条及び第 8条に基づいて、会員の入退会に関す
る細部手続について必要事項を定めることを目的と
する。

第 2条　本会に入会しようとする者は、診療放射線技
師及び診療エックス線技師でなければならない。た
だし、賛助会員はこの限りではない。

第 3条　本会に入会を希望する者は、所定の入会申込
書を会長に提出するものとする。

第 4条　理事会は、入会申込書に基づいてその諾否を
審査し、入会承認を決定するものとする。

第 5条　入会を承認したときは、会員原簿に登録する
とともに、速やかに入会年月日を本人に通知するも
のとする。

2　入会を否認したときは、その理由を付して本人に
通知するものとする。

第 6条　会員の資格は、理事会が承認した日に始まり
資格喪失した日に終わる。ただし、定款第10条（1）
の要件が発生したときは、理事会の承認を経て資格
を停止し、出版刊行物送付等を制限することがある。

第 7条　会員は、入会申込書記載の住所、氏名、勤務
先に変更を生じたときは、速やかに届け出るものと
する。

第 8条　会員は次の特典を享受することができる。
　（1  ）本会が保有する会議室を優先して利用すること

ができる。
　（ 2  ）本会が刊行する会誌を無料で配布を受けること

ができる。
　（ 3  ）メーリングリストに登載し、メール等による情

報提供を受けることができる。
　（ 4  ）本会が主催、共催する研修会、セミナー等に割
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引料金で参加することができる。
第 9条　会員が退会しようとするときは、理由を付し、

退会届を本会に届け出るものとする。
第10条　この規程の改廃は、理事会の議決にて行う。

附　則
1　この規程は、公益社団法人の設立登記の日から施
行する。

1　この規程は、平成 24年 12月 5日から施行する。

役員選出規程
第1章　総　則

第1条　公益社団法人埼玉県診療放射線技師会の役員
の選出は、定款第 21条に基づき、この規程により行
うものとする。

第 2章　選挙管理委員会
第 2条　役員を選出するときは、理事会の承認を得て、

選挙管理委員会を設けるものとする。
第 3条　選挙管理委員会は、正会員のなかから選出し
て構成し、委員長は互選とする。

2　役員及び選挙の立候補者は、選挙管理委員にはな
れない。

第 4条　選挙管理委員会は、次の業務を行う。
　（1）選挙の公示
　（ 2  ）役員の立候補者届の受理、資格審査及び立候

補者氏名の公示
　（ 3）投票及び開票の管理ならびに当選の確認
　（ 4）総会において選挙結果の報告
　（ 5）その他選挙管理に必要な事項
第 5条　選挙管理委員の任期は 2年とする。

第 3章　役員の選挙
第 6条　理事、監事に立候補しようとする個人、又は

推薦しようとする支部は、所定の様式により選挙管
理委員会に届け出るものとする。ただし、推薦の場
合は本人の同意を必要とする。

第 7条　立候補又は推薦の届出締切りは、総会の 2か
月前とする。

第 8条　選挙は、立候補届のあった者について、総会
に出席した会員によって行うものとする。

第 9条　投票は、出席会員の無記名投票により行うも
のとする。

第10条　投票は、次の順序によって行う。

　（1）理　事
　（ 2）監　事
第 11条　当選者は、それぞれ有効投票数を得た者か
ら、高点順に定める。

第 4章　無投票当選
第12条　各選挙を通じ、締切日を経過しても立候補者
が役員定数を超えないときは、総会において無投票
により当選者を定めるものとする。

第 5章　異議申し立て
第 13条　選挙に関する異議は、選挙終了後 14日以内
に選挙管理委員会に文章をもって申し立てることが
できる。

第 6章　立候補ならびに当選の取消
第 14 条　役員立候補者が、選挙公報など選挙に関わ
る事項について、重大な虚偽の申告を行ったことが
明らかになった場合は、選挙管理委員会の決議によ
り立候補または当選を取り消すことができる。

第15条　この規程の改廃は、理事会の議決にて行う。

附　則
1　この規程は、公益社団法人の設立登記の日から施
行する。

総会運営規程
第 1条　この規程は、公益社団法人埼玉県診療放射線

技師会の総会運営を民主的かつ能率的に運営するこ
とを目的として定める。

第 2条　前条の目的を達成するために、総会運営委員
会を設けるものとする。

第 3条　前条の委員会は、正会員のなかから6名の委
員を選出して構成し、委員長は互選とする。

第 4条　総会運営委員会は、総会の付議に基づき、次
のことを協議し、その承認を得て運営する。

　（1）議長団の選出の方法
　（ 2）議事日程及び進行
　（ 3）総会出席会員の資格審査
　（ 4）その他総会運営について必要な事項
第 5条　この規程の改廃は、理事会の議決にて行う。
附　則
1　この規程は、公益社団法人の設立登記の日から施
行する。
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表彰規程
（目　的）
第 1条　この規程は、公益社団法人埼玉県診療放射線

技師会（以下「本会」という。）定款第 4条の事業
を遂行するにあたり、顕著な功績のあった者の表彰
に関する事項と、関係団体からの推薦依頼に関する
諸条件について定める。

（条　件）
第 2条　表彰の対象となる者は、次の各号に該当する
ことを条件とする。

　（1  ）本会に15年以上在籍し、かつ会費を完納して
いる者

　（ 2）その他、会長が適当であると認めた者

（種　類）
第 3条　表彰に関する分類は次のとおりとする
　（1  ）功労賞　本会に多大な貢献があった者、または

本会役員の在任期間が 4年以上を有している者
　（ 2  ）学術奨励賞　保健医療に関する研究、発明、

発見、考案を行った者
　（ 3  ）学術新人賞　研究発表を積極的に行った概ね

30歳未満の正会員
　（ 4）叙勲、関係団体表彰候補
　（ 5）永年勤続者
　　ア　20年以上放射線業務に従事した者
　　イ　40年以上放射線業務に従事した者
　（ 6）特別賞　他の模範となる善行があった者

（推　薦）
第 4条　受賞者の推薦は正会員又は名誉会員が行う。

（選　考）
第 5条　選考は表彰委員会が行い、委員会は会長、副

会長、総務常務理事、および会長委嘱者 5名の計 10
名で組織する。なお、会長委嘱者と委員長は役員外
とする。

（決　定）
第 6条　表彰委員会は選考結果を理事会に答申し、決

定は理事会にて行う。その他表彰に関する必要な事
項についても理事会において決定する。

（内　容）
第 7条　表彰は表彰状と副賞を授与するものとする。

（実　施）
第 8条　表彰の実施は総会時に行うものとする。

（改　廃）
第 9条　この規程の改廃は理事会の議決にて行う。

附　則
1　この規程は、公益社団法人の設立登記の日から施
行する。

1　この規程は、平成 25年 2月 6日から施行する。

表彰規程細則
（表彰の実施）
第 1条　表彰に関わる旅費、交通費は旅費規程の対象

外とする。
2　表彰者ならびに表彰の概要を本会会誌に掲載し広
報する。

（予　算）
第 2条　表彰に関する予算は当該年度の予算から充当

する。

（表彰枠）
第 3条　表彰の種類に関わる表彰枠は次のとおりとす
る。

　（1）学術奨励賞　若干名
　（ 2）学術新人賞　若干名

附　則
1　この規程は、公益社団法人の設立登記の日から施
行する。

1　この規程は、平成 25年 2月 6日から施行する。

互助規程
第 1条　この規程は、公益社団法人埼玉県診療放射線

技師会会員の相互扶助を図るために定めたものであ
る。

第 2条　前条の目的を達成するために、次の各号の事
業を行う。

　（1）会員に対する死亡弔慰金の給付
第 3条　死亡弔慰金の金額は 20,000円とする。
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第 4条　正会員の死亡退会の連絡を受けた場合、内容
審査のうえ速やかに関係理事を通じて該当会員の遺
族に給付金を支給するものとする。

第 5条　この規程に定めるもののほか、必要な事項は
理事会において決定するものとする。

第 6条　この規程の改廃は、理事会の議決にて行う。

附　則
1　この規程は、公益社団法人の設立登記の日から施
行する。

委員会設置規程
（目　的）
第 1条　この規程は、公益社団法人埼玉県診療放射線

技師会（以下「本会」という。）の運営に必要な委員
会の設置基準を定め、本規定をもって定款第 4条に
基づく事業を、会長の指示に基づき能率的に遂行す
るための組織を整えることを目的とする。

（委員会の種別）
第 2条　この規程に基づく委員会は、常設委員会及び

特別委員会とする。
2　常設委員会は、本会の管理業務又は定例の事業を
担当するものとし、次の各号のとおりとする。

　（1）総務・財務委員会
　（ 2）学術委員会
　（ 3）編集・情報委員会
　（ 4）公益委員会
3　特別委員会は、本会の運営上臨時に派生する問題、
又は特別の事業の必要に応じ、会長が理事会の議決
を経て、これを設けるものとする。

（構成及び選任）
第 3条　前条の各委員会は、委員長、副委員長及び、

若干名の委員により構成される。
2　前条第 2項各号に規定する常設委員会における委
員長への就任は、会長の指名により、常務理事が、
これを分掌する。

3　前条第 3項に規定する特別委員会の委員長は、会
長の指名に基づき、全理事のなかからこれを選任し
理事会にて承認する。

4　各委員会の副委員長は、当該委員長の指名に基づ
き、全理事のなかから選出し、理事会において承認
の上、会長がこれを委嘱する。

5　各委員会の委員は、正会員又は名誉会員から当該
委員長が推挙し、会長が委嘱する。

（職　務）
第 4条　委員長は、当該委員会を代表し、その事務を

総理する。
2　各委員は、当該委員長の求めにより、随時招集さ
れる所属委員会に出席し、付議事項の審議を行う他、
委員長を補佐し、本会の事業計画の実行、又は問題
の解決に努めなければならない。

3　委員長に不測の事態が起きた場合は、副委員長が
その職務を代行する。

（委員会）
第 5条　各委員会は、当該委員長が随時招集する。
2　各委員長は、委員会が開催される毎に、以下の内
容について、簡潔明瞭な報告書（議事録）を作成し、
これを会長及び、総務担当の常務理事（常務理事）
に提出しなければならない。

　（1）付議された事項
　（ 2）その審議内容
　（ 3）審議結果

（理事会への報告）
第 6条　各委員長及び、各委員長により分担指名され
た副委員長は、担当する管理業務又は事業の企画及
び実施状況を理事会に報告しなければならない。

（規程の変更）
第 7条　この規程の改廃は理事会の議決にて行う。

（雑　則）
第 8条　この規程に定めるもののほか、状況により必

要な事案が発生した場合は、会長が理事会に諮り定
めるものとする。

附則
1 この規程は、公益社団法人の設立登記の日から施行
する。

1 この規程は、平成 26年 9月 4日から施行する。

研究会設置規程
（目　的）
第 1条　この規程は、公益社団法人埼玉県診療放射線
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技師会（以下「本会」という。）定款第 4条に基づき
本会に研究会を設置する場合の手続きを定め、学術
研究活動の促進を目的とする。

（定義）
第 2条　この規程でいう研究会とは、前条に掲げた目
的を達成するための学術研究を目的とする組織をい
う。

（設置申請）
第 3条　この規程に従い研究会の設立をしようとする

正会員又は名誉会員は、研究会設置申請書（様式—
研 1）を会長に提出し、理事会の承認を得なければ
ならない。

（承認基準）
第 4条　前条により研究会の設立承認をする場合、次
の基準を満たしていなければならない。

　（1  ）学問領域としての専門性と主体性、かつ社会性
が認められること

　（ 2  ）当該研究会の活動により県民が利益を得られる
こと

　（ 3  ）本会が認可する研究会の幹事及び主たる構成
員は本会会員であること

（解散及び廃止）
第 5条　研究会は、研究会解散届（様式—研 2）を会

長に提出し、自主的に解散することができる。
2　理事会は前項のほか、前条の基準を満たさないと
判断した場合、研究会を廃止することができる。

（名　称）
第 6条　研究会は、その名称とともに本会研究会であ
ることを称することができる。

（活　動）
第 7条　研究会は、目的を達成するために自主的に活

動するものとし、概ね次の活動を行う。
　（1）研究会を開催する
　（ 2）研究成果を学術大会等に発表する

（報　告）
第 8条　研究会は、毎年の活動状況を総会に報告する。

（助　成）
第 9条　本会は、認可した研究会の発展向上を図る目
的で、研究会からの申請により、理事会の承認を得
て、助成を行うことができる。

2　助成の規模及び方法は別途理事会で定める。

（規程の改廃）
第10条　この規程の改廃は理事会の議決にて行う。

附　則
1　この規程は、公益社団法人の設立登記の日から施
行する。

技師会センター運営規程
第1条　公益社団法人埼玉県診療放射線技師会（以下
「本会」という。）技師会センターは埼玉県診療放射
線技師会事務所及び会議室で構成する。

第 2条　この規程は、技師会センターの運用について
規定する。

第 3条　技師会センターの管理責任者は会長とする。
会長はセンターの業務管理者を指名し、業務管理者
がセンター運営業務を行う。

2　重要事項については理事会において審議する。
第 4条　業務管理者はセンターの運営に関する全ての

責任を有する。

（会議室の利用）
第 5条　次に掲げる各号に適合する場合、会長の許可
を得て技師会センターを利用することができる。

　（1  ）理事が主催する全ての会議、委員会、講習会等
　（ 2  ）本会会員が所属する団体で、会長が認めた会

議等
　（ 3）その他、会長が特に認めた会議、講習会等

（使用手続）
第 6条　前条のうち（1）に該当する場合を除き使用す
る者は、使用責任者を定め、別に定める「技師会セ
ンター使用許可申請書」を3週間前までに、所定の
使用料金を添えて提出し、会長の許可を得なければ
ならない。

（使用の優先）
第 7条　使用は本会事業に関するものを優先し、第 5

条の順とする。
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（使用料及び使用時間）
第 8条　使用料及び使用時間は、第 5条の（1）に該
当する場合を除き、下記の規定によるものとする。

2　使用時間の区分及び使用料は次に定めるとおりと
する。

　（1）09：00〜 12：00　　　2,000円
　（ 2）13：00〜 17：00　　　2,000円
　（ 3）18：00〜 21：00　　　2,000円
　（ 4）09：00〜 17：00　　　4,000円
　（ 5）13：00〜 21：00　　　4,000円
　（ 6）09：00〜 21：00　　　5,000円
第 10 条　使用責任者は重大なる過失による使用中の

火災設備等の毀損事故に対して責任を有するものと
する。

第 11条　この規程の改廃は、理事会の決議により行
う。

附　則
1　この規程は、公益社団法人の設立登記の日から施
行する。

理事の職務権限規程
（目　的）
第 1条　この規程は、公益社団法人埼玉県診療放射線

技師会（以下「本会」という。）定款第 21条に基づ
き、本会の理事の職務権限を定め、公益社団法人と
しての業務の適法、かつ効率的な執行を図ることを
目的とする。

（定　義）
第 2条　この規程において、理事とは、理事並びに代

表理事たる会長並びに、業務執行理事たる副会長及
び常務理事をいう。

（法令等の遵守）
第 3条　理事は、法令、定款及びこの法人が定める規

範、規程等を順守し、誠実に職務を遂行し、協力し
て、定款に定める本会の目的の遂行に寄与しなけれ
ばならない。

（理　事）
第 4条　理事は、理事会を組織し、法令及び定款の定
めるところにより、本会の業務の執行の決定に参画
する。

（会　長）
第 5条　会長の職務権限は、別表に掲げるもののほか、

次のとおりとする。
　（1  ）代表理事として本会を代表し、その業務を執行

する。
　（ 2）理事会を招集し、議長としてこれを主宰する。
　（ 3  ）毎事業年度に 4箇月を超える間隔で 2回以上、

自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。

（副会長）
第 6条　副会長の職務権限は、別表に掲げるもののほ
か、次のとおりとする。

　（1）会長を補佐し、本会の業務を執行する。
　（ 2  ）会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長の

業務執行に係る職務を代行する。
　（ 3  ）毎事業年度に 4箇月を超える間隔で 2回以上、

自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。

（常務理事）
第 7条　常務理事の職務権限は、別表に掲げるものの
ほか、次のとおりとする。

　（1）理事会が決める担当業務を分掌し、執行する。
　（ 2  ）副会長に事故あるとき又は欠けたときは、副会

長の業務執行に係る職務を代行する。
　（ 3  ）毎事業年度に 4箇月を超える間隔で 2回以上、

自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。

（細　則）
第 8条　この規程に定めるもののほか、この規程の実

施に必要な事項は、理事会の決議により別に定める
ことができる。

（改　廃）
第 9条　この規程の改廃は、理事会の議決にて行う。

附　則
　この規程は、平成 24年 12月 5日から施行する。
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別　表
理事の職務権限

決　裁　事　項
決　裁　権　者

会　長 副会長 常務理事
事業計画及び予算の案の作成に関すること ○
事業報告及び決算の案の作成に関すること ○
人事及び給与制度の立案に関すること ○
重要な使用人以外の者の任用に関すること ○
出張に関すること ○
契約の締結 ○
支出
一件 20 万円以上（理事会承認が必要） ○
一件 20 万円未満 ○
一件 5 万円以下 ○ ○

別　紙 

選挙立候補届

　　現住所

　　氏名　　　　　　　　　　　　年齢

　　勤務先名および住所

　平成　年　月　日執行の
公益社団法人埼玉県診療放射線技師会（理事・監事）
選挙に立候補します。

　　上記の通りお届けします。
　　　　平成　年　月　日
　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　印

公益社団法人埼玉県診療放射線技師会選挙管理委員長　殿

選挙候補者推薦届

　　候補者住所

　　氏名　　　　　　　　　　　　年齢

　　勤務先名および住所

　平成　年　月　日執行の
公益社団法人埼玉県診療放射線技師会（理事・監事）
選挙に上記の者を推薦します。

　　平成　年　月　日
推薦者氏名　　第○支部代表 印

（理事・監事）候補への推薦を受諾いたします。
　　平成　年　月　日
　　　　候補者署名 印

公益社団法人埼玉県診療放射線技師会選挙管理委員長　殿
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様式－研１                                      　
研究会設置申請書

　　　　　　　　　　　　　平成　年　月　日 　
　　
　　公益社団法人埼玉県診療放射線技師会
　　会長　　　　　　　　殿                       　
　　　　　　　　　　○○ 研究会               　
　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　印  　
　規程の定めるところにより、下記のとおり
研究会の設置を申請します。

記                         　
　　１　研究会の名称                              　
　　２　代表者、役員等の名前                      　
　　３　連絡先                                    　
　　４　研究会構成員－別添名簿のとおり
　　（本会会員と他の区別がわかるような名簿）
　　５　研究分野、内容（具体的に）
　　６　研究会履歴                                　
　　７　助成申請の有無                            　

様式－研２                                        　
研究会廃止届

　　　　　　　　　　　　　平成　年　月　日
　                                                  　
　　公益社団法人埼玉県診療放射線技師会
　　会長　　　　　　　　殿                         　
　                                                  　
　　　　　　　　　　○○ 研究会               　
　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　印  　
　                                                  　
　規程の定めるところにより、下記のとおり
研究会の廃止を届けます。

記                           　
　　１　研究会の名称                                  　
　　２　代表者、役員等の名前
　　３　連絡先                                        　
　　４　廃止の理由                                    　
　　５　廃止の年月日        

互助給付金申請書

平成 年 月 日

公益社団法人埼玉県診療放射線技師会

会長 殿

○○支部理事

㊞

会員 氏に下記事項発生のた

め互助規程により見舞金を給付されるよう申請いたします。

記

勤務場所

氏名

当該事項

発生年月日

金額

理事の意見

会費免除申請書

申請日 平成 年 月 日

会費規程第 条により、公益社団法人埼玉県診療放射線技師会会費免除の申請をいたします

申請者会員番号

申 請 者 名 ㊞

連 絡 先

〒

電話

申請代理者氏名

㊞

事情により本人が申請できない場合、ご署名下さい。

続 柄

会費免除申請理由

（ ）自己の療養 （ ）介護 （ ）育児

（ ）その他（ ）

※該当する申請理由に○をつけて下さい。

休 業 期 間
平成 年 月 日～平成 年 月 日まで

※ご職場に申請されている休業期間をお書き下さい。

休業証明書の確認 有 ・ 無

※免除の対象となるのは、毎年度の会費を納入期限までに納めている会員に限ります。また、

申請時に当年度の会費が納入されている必要があります。

※本申請には休業期間を証明する書類が必要となります。

事務処理欄

受付欄

会費確認
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公益社団法人埼玉県診療放射線技師会　支部地図（平成28年4月1日現在）
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